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１２月

３月

四日市港エコクルーズ
（四日市港管理組合防災営繕課）

JRさわやかウォーキング
（東海旅客鉄道株式会社）

６月

四日市港エコクルーズ
（四日市港管理組合防災営繕課）

四日市STYLE
～開港120周年記念写真展～
（四日市市東京事務所）

道路美化ボランティア活動
（三重県建設業協会四日市支部）

四日市港ポートビル
夏休み自由研究応援企画
（四日市港管理組合振興課）

海の日は四日市港へ行こう
（四日市港管理組合振興課）

５月

７月

クリスマスコンサート
（四日市港管理組合振興課）

四日市港エコクルーズ
（四日市港管理組合防災営繕課）

これからも皆様にご満足いただ
けるようなイベントを企画・応援し
てまいります。また、今後のイベン
トの詳細につきましては
四日市港管理組合ホー
ムページなどでご案内
いたします。

電動キックボード
「SUNAMERI」体験試乗会
（フヂイエンジニアリング株式会社）

夏休み星空観察会
（四日市港管理組合振興課）

旧港まちあるきツアー
（四日市港まちあるき実行委員会）

JRさわやかウォーキング
（東海旅客鉄道株式会社）

海の森づくりin四日市港
～アマモプロジェクト～

「タネまきと苗作り」
（四日市港管理組合防災営繕課）

四日市港マスコットキャラクター

ポルテくん

（四日市港まつり実行委員会）

四日市港まつり

（四日市港管理組合振興課）
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近鉄ハイキング
（近畿日本鉄道株式会社）

四日市港いきもの観察会
（四日市港管理組合防災営繕課）

海の森づくりin四日市港
～アマモプロジェクト～

「タネとりと海の生き物観察」
（四日市港管理組合防災営繕課）

四日市港は、2019年8月4日、開港120周年を迎えました。
これまでの歴史を振り返るとともに、四日市港のさらなる発展に向けた第一歩を踏み出すため、多くの皆さま
とともにお祝いすることを目的として、次のとおり、開港120周年記念事業を実施しました。
また、関係機関・団体のみなさまによる協賛事業も実施され、開港１２０周年を盛り上げていただきました。

８月 １１月
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港湾区域における放置等禁止区域等の指定について

令和元年１１月、霞ヶ浦北埠頭で特定外来生物「ヒアリ」
が発見されました。
発見されたヒアリは、その場で駆除され、その後、新たな

ヒアリは発見されていませんが、右写真のようなアリを万が
一発見した場合は、素手で捕まえたり触ったりしないように
注意し、下記までご連絡ください。

四日市港管理組合港営課
管理担当℡059-366-7013！

特定外来生物「ヒアリ」について

こぶが２つ

ここにトゲがない

体長２．５～６ミリ程度

腹部はやや暗めの色
触角の先端が２節だけ
ふくらんでいる

働きアリ
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同じ働きアリでも
大きさはバラバラ

からだはツヤツヤで
赤茶色

ヒアリは、南米中部原産のアリで、
攻撃性が強く、刺された場合、やけど
のような激しい痛みを感じます。
体質によっては、アレルギー反応に
よる呼吸困難、意識障害等を起こし、
処置が遅れると生命の危険
も伴うなど人体への被害等
を及ぼします。

公共水域等の利用の適正化と良好な生活環境の保全を図るため、令和２年４月１日から、港湾区域
のうち、四日市港管理組合が指定するエリアに、港湾法の規定に基づく放置等禁止区域の指定を行い
ました。
これからは、当組合が指定する区域内で、当組合が指定する船舶及び当該船舶の係留の用に供する

工作物といった物件をみだりに捨て、または放置する行為をした者は、関連法令等に基づき罰せられ
ることがあります。

ただし、当組合から、あらかじめ係留施設等の使用許可を受けたプレジャーボート等の所有者等は、
法令や許可条件に定められたルールを遵守していただくことで、継続して施設を利用することが出来
ます。
なお、当組合の許可を受けずに、係留しているプレジャーボート等の所有者等は、直ちに民間マ

リーナなど、適切な保管場所に船舶を移動させるとともに、当該船舶を係留するための工作物を設置
している場合は、速やかな撤去をお願いします。

関係する条例等は、四日市港管理組合ホームページで確認す
ることが出来ます。
ご不明な点等があれば、下記までご連絡ください。

四日市港管理組合 港営課
海務・放置艇対策担当 ℡059-366-7017

四日市港内でプレジャー
ボート等を係留するために
は、係留施設又は泊地の使
用許可が必要です。


